
水質検査及び環境関連法規等技術資料

［法令及び検査項目と基準値について］
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■ 環境関連法令の体系/主な環境関連法令

大気の汚染に係る環境基準について
二酸化窒素に係る環境基準について

水質汚濁に係る環境基準について
地下水の水質汚濁に係る環境基準について

水質汚濁防止法
下水道法　　 水道法

騒音規制法
振動規制法

土壌汚染対策法
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物の適正な処理に関する特別措置法（PCB廃棄物処理法）
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法） 毒物及び劇物取締法
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善促進に関する法律（PRTR法）

労働安全衛生法（安衛法）
粉じん則・有機則・特化則 作業環境測定法

以下省略

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法、廃掃法）

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ﾋﾞﾙ管法）

労働安全

建築物

防災・保安
対策

循環型社会
形成推進
基本法

廃棄物の
規制

ﾘｻｲｸﾙの
促進

有害汚染
物質対策

化学物質等
の管理

騒音に係る環境基準について

土壌の汚染に係る環境基準について

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について

環境影響評価法

大気汚染防止法

悪臭防止 悪臭防止法

作業環境
管理

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

環境影響評価
の推進

典型七公害
の防止

大気汚染
防止

水質汚濁
防止

騒音・
振動規制

土壌汚染
対策

地盤沈下
対策

環境基本法

環境基準

大気

水質

騒音

土壌
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■ 水質分析

● 水道水水質検査　：　水道法第20条

1.共同住宅、社宅、療養所等で、居住している人口が100人を超える場合

(１) 受水型施設（他の水道から供給を受ける水のみを水源とする施設）

ア．水槽の有効容量が100m3を超える場合（6面点検可能な施設は除く）

（例）共同住宅で、150m3の地下式受水槽をもつ施設
イ．導管の全長が1500mを超える場合

（例）大規模な団地で、導管の全長が2000mの施設

(２) 自己水源型施設（井水等を利用する施設）
（例）150人居住している共同住宅で、井水等を使用する施設

２.建物の用途は問わず、生活の用に供する一日最大給水量が20m3を超える場合

(１) 受水型施設（他の水道から供給を受ける水のみを水源とする施設）

ア.水槽の有効容量が100m3を超える場合（6面点検可能な施設は除く）

イ.導管の全長が1500mを超える場合

(２) 自己水源型施設（井水等を利用する施設）

水道法施行規則第15条第6項では、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者は、水質検査
計画を策定することが求められており、採水の場所、検査の回数等について具体的に規定されています。

「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施
設の総体をいう。（臨時に施設されたものを除く。）
「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給
水人口が百人以下である水道によるものを除く。
「水道事業者」とは、第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をい
う。

「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をい
う。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。
「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経
営する者をいう。

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道
であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける
水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が
政令で定める基準以下である水道を除く。
（1）百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

（2）その水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準（20m3）を超えるもの

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道か
ら供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令

で定める基準（受水槽の有効容量10m3）以下のものを除く。

受水型施設はさらに次のいずれかに該当する場合のみ専用水道となります。次のいずれかに
該当しない場合は専用水道にはあたりません。

水道
事業者

水道用水
供給
事業者

専用水道
設置者

専用水道について

受水型施設はさらに次のいずれかに該当する場合のみ専用水道となります。次のいずれかに
該当しない場合は専用水道にはあたりません。

いわゆる地下式受水槽に代表されるような6面点検不可能な受水槽であって、有効容量

が100m3を超える施設です。

簡易専用
水道

（例）デパートで、飲用、手洗い等で使用している水の一日最大給水量が

　20m3を超え、200m3の地下式受水槽をもつ施設

（例）大規模な工場で、従業員の飲用、手洗い等で使用している水の一日最大給水量が

20m3を超え、導管の全長が2000mを超える施設

（例）学校で井水を使用しており、飲用、手洗い等で使用している水の

　　　一日最大給水量が20m3を超える施設

いわゆる地下式受水槽に代表されるような６面点検不可能な受水槽であって、有効容量

が100m3を超える施設です。

ここでいう導管の全長とは、地中又は地表（地表からの汚染の影響を受けない程度に高
く設けられたものは除く）に敷設されている口径25㎜以上の導管で、受水槽から各棟ま
でのすべての長さを加えたものを指します。受水槽以前の給水装置及び建物内の縦管は
含みません。
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（※1） 連続的に計測及び記録がなされている場合には、3ヶ月に1回以上
（※2）

（※3） 水源が海水の場合のみ省略不可
（※4） ｵｿﾞﾝ処理を用いている場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合省略不可

藻類の発生時期に
併せて月1回以上

①過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及び
　その周辺の状況等を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると
　認められる場合、省略可。（概ね3年に1回程度検査）
　ただし、2-MIB、ｼﾞｪｵｽﾐﾝは藻類の発生がないことが明らかな機関を除き1ヶ月に1回以上

②過去3年間の水質検査結果が基準の1/5の場合1年に1回以上
③過去3年間の水質検査結果が基準の1/10の場合3年に1回以上

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 0.000001 HS-GC-MS法

非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 0.005 固相抽出-吸光光度法 3ヶ月に1回以上（※2）

有機物（全有機炭素(TOC)の量） 3mg/L以下 0.3 全有機炭素計測定法 毎月1回以上（※1）

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 0.000001 HS-GC-MS法

色度 5度以下 0.5 透過光測定法

味 異常でないこと

毎月1回以上（※1）

濁度 2度以下 0.2 積分球式光電光度法 毎月1回以上（※1）

－ 官能法 毎月1回以上（※1）

臭気 異常でないこと － 官能法 毎月1回以上（※1）

pH値 5.8以上8.6以下 0 ｶﾞﾗｽ電極法 毎月1回以上（※1）

ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 0.0005 固相抽出-誘導体化-GC-MS法 3ヶ月に1回以上（※2）

蒸発残留物 500mg/L以下 1 重量法 3ヶ月に1回以上（※2）

陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 0.02 固相抽出-HPLC法 3ヶ月に1回以上（※2）

塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 0.2 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ） 毎月1回以上（※1）

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300mg/L以下 1 滴定法 3ヶ月に1回以上（※2）

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 0.5 ICP法 3ヶ月に1回以上（※2）

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 0.005 ICP法 3ヶ月に1回以上（※2）

鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.03 ICP法 3ヶ月に1回以上（※2）

銅及びその化合物 1.0mg/L以下 0.01 ICP法 3ヶ月に1回以上（※2）

亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 0.01 ICP法 3ヶ月に1回以上（※2）

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 0.01 ICP法 3ヶ月に1回以上（※2）

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下 0.008 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 3ヶ月に1回以上

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.003 溶媒抽出-GC-MS法 3ヶ月に1回以上

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上

臭素酸 0.01mg/L以下 0.001 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 3ヶ月に1回以上（※4）

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.003 溶媒抽出-GC-MS法 3ヶ月に1回以上

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上

ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下 0.002 溶媒抽出-GC-MS法 3ヶ月に1回以上

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上（※2）

塩素酸 0.6mg/L以下 0.06 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ） 3ヶ月に1回以上

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上（※2）

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上（※2）

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上（※2）

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上（※2）

四塩化炭素 0.002mg/L以下 0.0002 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上（※2）

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 0.005 HS-GC-MS法 3ヶ月に1回以上（※2）

ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.08 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ） 3ヶ月に1回以上（※2）

ﾎｳ素及びその化合物 1.0mg/L以下 0.1 ICP法 3ヶ月に1回以上（※3）

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 0.001 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 3ヶ月に1回以上（※2）

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.1 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ） 3ヶ月に1回以上（※2）

ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001 水素化物発生-原子吸光光度法 3ヶ月に1回以上（※2）

六価ｸﾛﾑ化合物 0.05mg/L以下 0.005 ﾌﾚｰﾑﾚｽ原子吸光光度法 3ヶ月に1回以上（※2）

ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001 水素化物発生-原子吸光光度法 3ヶ月に1回以上（※2）

鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001 ﾌﾚｰﾑﾚｽ原子吸光光度法 3ヶ月に1回以上（※2）

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 0.0003 ﾌﾚｰﾑﾚｽ原子吸光光度法 3ヶ月に1回以上（※2）

水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 0.00005 還元気化-原子吸光光度法 3ヶ月に1回以上（※2）

基準値 定量下限値 分析方法 検査回数

大腸菌 検出されないこと － 特定酵素基質培地法 毎月1回以上

検査項目

亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ） 3ヶ月に1回以上（※2）

毎月1回以上一般細菌 100個/mL以下 0 標準寒天培地法
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● 飲料水水質検査　：　建築物環境衛生管理基準（ﾋﾞﾙ管法）

※給水開始前→水道水質基準に関する省令の全項目（51項目）

（注）建築物衛生法により、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものについては、貯水槽の清掃
を年1回実施することが義務付けられています。また、10㎥以下の受水槽についても清掃や水質
検査が望ましいとされています。→■簡易専用水道検査（P25）を参照下さい。

0.01mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法

フェノール類 0.005mg/L以下

井
水
7
項
目

HS-GC-MS法

HS-GC-MS法

0.01mg/L以下

検査回数

3年以内ごと
に1回

0.0005 固相抽出-誘導体化-GC-MS法

0.001

トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 0.001

0.002mg/L以下 0.0002

基準値 定量下限値 分析方法

0.001 HS-GC-MS法

0.04mg/L以下 0.001 HS-GC-MS法

ジクロロメタン 0.02mg/L以下

HS-GC-MS法

鉄及びその化合物

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

塩化物ｲｵﾝ

有機物（全有機炭素(TOC)の量）

pH値

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

検査項目

※特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境
衛生管理基準に従って維持管理するようにつとめなければならない（努力義務）

(別表第33)官能法

(別表第34)官能法

(別表第36)透過光測定法

(別表第41)積分球式光電光度法

(別表第13)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ)

(別表第23)重量法

省
略
不
可
11
項
目

検査項目

(別表第15)HSｰGC-MS法

16
項
目

(別表第31)ｶﾞﾗｽ電極法

(別表第19)溶媒抽出ｰ誘導体化ｰGC-MS法

(別表第3)ﾌﾚｰﾑﾚｽｰ原子吸光光度法

(別表第4)ﾌﾚｰﾑｰ原子吸光光度法

(別表第3)ﾌﾚｰﾑﾚｽｰ原子吸光光度法
消
毒
副
生
成
物
12
項
目

省
略
可
5
項
目

一般細菌

大腸菌

(別表第17)溶媒抽出ｰGC-MS法

(別表第15)HSｰGC-MS法
(別表第18)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法

0.03

(別表第30)全有機炭素計測定法

0.06

0.002

0.001

0.003

(別表第15)HSｰGC-MS法

0.001

0.001

0.003

0.2

0.001

0.01

0.001

0.001

0.001

500mg/L以下

(別表第1)標準寒天培地法

(別表第2)特定酵素基質培地法

(別表第13)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ)

(別表第12)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法

(別表第13)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ)

(別表第16の2)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

(別表第17)溶媒抽出ｰGC-MS法

(別表第15)HSｰGC-MS法

(別表第15)HSｰGC-MS法

異常でないこと

異常でないこと

－ (別表第17)溶媒抽出ｰGC-MS法

0.09mg/L以下

0.08mg/L以下

2度以下

0.01mg/L以下

1.0mg/L以下

0.3mg/L以下

0

－

0.1

0.2

0.3

0

0.03mg/L以下

0.03mg/L以下

0.02mg/L以下

0.06mg/L以下

0.03mg/L以下

0.1mg/L以下

－

0.01mg/L以下

0.1mg/L以下

0.01

1

0.001

0.5

0.01mg/L以下

0.6mg/L以下

1.0mg/L以下

亜鉛及びその化合物

銅及びその化合物

6ヶ月以内
に1回
（省略不可）

6ヶ月以内
に1回
（水質基準適
合の場合は次
回省略可）

1年以内に1回
（6/1～
9/30）

基準値 定量下限値 分析方法 検査回数

5.8～8.6

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ

蒸発残留物

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ

塩素酸

ｸﾛﾛ酢酸

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ

3mg/L以下

5度以下

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ

臭素酸

色度

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸

味

臭気

濁度

鉛及びその化合物

ガラス電極法

臭気 異常でないこと － 官能法

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.008

四塩化炭素

テトラクロロエチレン

ベンゼン

残留塩素 0.1㎎/L以上（※2） 0.1 積分球式光電光度法

外観 無色透明 － 上水試験方法　Ⅵ-1　2.3

大腸菌 検出されないこと

分析方法

濁度 2度以下 0.2 積分球式光電光度法

－ 特定酵素基質培地法

pH値 5.8以上8.6以下 0

＜雑用水（散水、修景又は清掃および水洗便所の用に供する雑用水）＞

（※1）水洗便所の用に供する雑用水については、濁度は不要。ただし、手洗いやｳｫｼｭﾚｯﾄ等に併用される
 場合は飲料水としての適用を受ける

（※2）給水栓における遊離残留塩素（結合残留塩素の場合は0.4）
 病原生物汚染の恐れがある場合は0.2（結合残留塩素は1.5）以上

7日以内ごとに1回

検査回数

7日以内ごとに1回

2ヶ月以内ごとに1回
（※1）

検査項目 基準値 定量下限値

亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 0.004 (別表第3)ﾌﾚｰﾑﾚｽｰ原子吸光光度法

＜水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合＞

＜地下水等を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合（上記に以下を追加）＞

100個/mL以下

検出されないこと

10mg/L以下

200mg/L以下
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● 食品衛生法の水質検査　：　食品衛生法　厚生省告示第370号

※清涼飲料水自体の成分規格は別途定められています。

＜食品製造用水＞

一般細菌 100個/mL以下 0 標準寒天培地法

大腸菌群 LB-BGLB培地法検出されないこと －

ｶﾄﾞﾐｳﾑ

水銀

鉛

ﾋ素

六価ｸﾛﾑ

ｼｱﾝｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

食品衛生法では、食品取扱施設で使用する水は、食品製造用水であることが求められています。
食品製造用水とは、水道事業の用に供する水道、専用水道若しくは簡易専用水道により供給される
水（水道水）であるか、あるいは、食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月厚生省告示第370号）
の下表（26項目）の基準に適合する水をいいます。
また、水道水以外の水として井戸水等を消毒して使用するような場合には、各自治体の条例等で検
査の頻度及びその成績書の保存期間が定められています。

検査項目 基準値 定量下限値 分析方法

ﾌｯ素

ﾌﾚｰﾑﾚｽ-原子吸光光度法

0.05mg/L以下 0.001 水素化物発生-原子吸光光度法

有機ﾘﾝ

亜鉛

鉄

銅

ﾏﾝｶﾞﾝ

フェノール類

有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）

pH値

味

臭気

塩素ｲｵﾝ

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）

蒸発残留物

陰ｲｵﾝ界面活性剤

色度

濁度

0.01mg/L以下 0.001 ﾌﾚｰﾑﾚｽ-原子吸光光度法

0.0005mg/L以下 0.0005 還元気化-原子吸光光度法

0.1mg/L以下 0.001

0.05mg/L以下 0.005 ﾌﾚｰﾑﾚｽ-原子吸光光度法

0.01mg/L以下 0.001 吸光光度法

10mg/L以下 0.1 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ）

0.8mg/L以下 0.1 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ）

0.1mg/L以下 0.01 吸光光度法

1.0mg/L以下 0.01 ICP法

0.3mg/L以下 0.03 ICP法

1.0mg/L以下 0.01 ICP法

0.3mg/L以下 0.005 ICP法

200mg/L以下 0.1 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（陰ｲｵﾝ）

300mg/L以下 1 滴定法

500mg/L以下 1 重量法

0.5mg/L以下 0.02 吸光光度法

0.005mg/L以下 0.0005 吸光光度法

10mg/L以下 0.2 滴定法

5.8～8.6 0 ｶﾞﾗｽ電極法

異常でないこと － 官能法

異常でないこと － 官能法

5度以下 1 透過光測定法

2度以下 1 積分球式光電光度法
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● 浴槽水・プール水・設備水

≪原湯・原水・上り用湯・上り用水≫

≪浴槽水≫

（※1）消毒が塩素消毒でない場合は、年4回以上。

（※3）旅館業における衛生等管理要領において加えて検査することが望ましいとされています。

原湯　　：浴槽に直接注入される温水。循環ろ過方式等により浴槽水が還流される場合の温水は除く。

原水　　：原湯の原料とする水及び浴槽水の温度を調整する目的で、浴槽に直接注入される冷水。

上り用湯：上り湯用湯栓（ｼｬﾜｰ等を含む）から供給される温水。

上り用水：上り湯用湯栓（ｼｬﾜｰ等を含む）から供給される冷水。

浴槽水　：浴槽内の湯水。

＜参考＞

①

②

①

③

④

①

②

③

④

Ａ、Ｂ、Ｃのそれぞれで①～④のどれに該当するかを選択し、加算したスコア を求める。

① 人が直接吸引する可能性のない場合

② 浴槽水、シャワー水等人が直接吸引するおそれがある場合

色度 5度以下 1 透過光測定法

－ ガラス電極法

濁度 2度以下

レジオネラ属菌数の目標値を10CFU/mL未満とし、レジオネラ属菌が検出された場合は、直ち
に清掃・消毒等の対策を講じ、対策実施後は検出菌数が検出限界以下であることを確認す
る。

検査項目 基準値 定量下限値 分析方法 検査回数

毎日完全
換水型
：年1回以上

連日使用型
：年2回以上

検査項目 基準値 定量下限値 分析方法 検査回数

1 積分球式光電光度法

pH値 5.8以上8.6以下

－ 第4版ﾚｼﾞｵﾈﾗ症防止指針 第2部第5章

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量 10㎎/L以下 0.2 滴定法

濁度（※2） 5度以下 1 積分球式光電光度法

大腸菌群 50ml中に検出されないこと － 特定酵素基質培地法

ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌 10CFU/100mL未満

第4版ﾚｼﾞｵﾈﾗ症防止指針 第2部第5章

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量（※2） 25㎎/L以下 0.2 滴定法

大腸菌群 1個/ml以下 － 昭37厚・建省令第1号　別表第1

検査の結果レジオネラ属菌が検出された場合の対応

102ＣＦＵ/100mL以上のレジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに清掃・消毒等の対策を
講じ、対策実施後は検出菌数が検出限界（10CFU/100mL未満）以下であることを確認する。

Ｃ

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（※3） 1㎎/L以下

毎日完全
換水型
：年1回以上
連日使用型
：年2回以上
（※1）

（※2）温泉水又は井戸水を使用し、衛生上危害を生じるおそれがないときは、濁度及び過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量
　　　 の基準値のどちらか又は両方を適用しないことができる。

レジオネラ症感染危険度のスコア化（新版レジオネラ症防止指針より）

1年以内に2回以上、設備の稼動初期及び稼動期間中に細菌検査を定期的
に実施

1年以内に3回以上、設備の稼動初期及び稼動期間中に細菌検査を定期的
に実施

4～5点

Ａ

Ｂ

6～7点

8点以上

エアロゾル化の要因

環境の要因
②

1年以内に1回以上、設備の稼動初期に細菌検査を実施

2点

3点

4点

1点

2点

4点

人口密度が高い場所、
エアロゾルが集中的に流れ込みやすい場所等

喫煙者、呼吸器疾患患者等

2点

閉鎖環境、設備の陳旧化等

加湿器を利用

健常人

3点
加湿器、シャワー水、
渦流浴浴水、打たせ湯等

1点

冷却塔水

通常環境

＜浴槽水：公衆浴場における水質基準等に関する指針＞

（※）温泉水又は井戸水を使用し、衛生上危害を生じるおそれがないときは、項目の一部又は全部を適用しないことができる。

感染要因 危険因子 スコア

給湯水、浴槽水、修景水など 1点

ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌 10CFU/100mL未満 －

③

臓器移植患者、白血球減少患者、免疫不全患者等

推奨されるレジオネラ属菌検査の対応

常に維持管理に心がけ、必要に応じて細菌検査を実施

スコア

3点以下

細菌検査の回数

宿主側の要因
3点高齢者、新生児、乳児等
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○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

1） 項目の名称とその用語の定義及び単位は　JIS　K　0101　による。

2） 欄内の○印は腐蝕又はｽｹｰﾙ生成傾向に関する因子であることを示す。

3）

4）

5） 供給･補給される源水は、水道水（上水）、工業用水及び地下水とし、純水、中水、軟水処理水などは除く。

6） 上記15項目は腐食及びスケール障害の代表的な因子を示したものである。

温度が高い場合（40℃以上）には一般的に腐食性が著しく、特に鉄鋼材料が何の保護被膜もなしに水と直接触
れるようになっている時は防食薬剤の添加、脱気処理など有効な防食対策を施すことが望ましい。

密閉冷却塔を使用する冷却水系において、閉回路循環水及びその補給水は温水系の、散布水及びその補給水は
循環式冷却水系の、それぞれの水質基準による。

0.4以下 4.0以下

安定度指数 6.0～7.0 ― ― ― ― ― ―

0.1以下 0.3以下

0.4以下 4.0以下

― ―

0.3以下

遊離炭素 4.0以下 4.0以下 4.0以下 4.0以下 4.0以下

0.1以下 0.1以下

残留塩素 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.25以下

検出されないこと 検出されないこと

アンモニウムイオン 1.0以下 0.1以下 1.0以下 1.0以下 0.1以下 0.3以下 0.1以下

1.0以下 0.1以下

硫化物イオン 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

1.0以下 0.3以下

銅 0.3以下 0.1以下 1.0以下 1.0以下 0.1以下 1.0以下 0.1以下

30以下 30以下

鉄 1.0以下 0.3以下 1.0以下 1.0以下 0.3以下 1.0以下 0.3以下

50以下 50以下

イオン状シリカ 50以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下 30以下

70以下 70以下

カルシウム硬度 150以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下

50以下 50以下

全硬度 200以下 70以下 70以下 70以下 70以下 70以下 70以下

30以下 30以下

Ｍアルカリ度　 100以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下

30以下 30以下

硫酸イオン　 200以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下

　循環水
（60～90℃）

30以下電気伝導率mS/m　

塩化物イオン　 200以下 50以下 50以下 50以下 50以下 50以下

腐食

温　水　系

高位中温水系低位中温水系一過式

ｽｹｰﾙ

生成能補給水
　循環水

（20～60℃） 補給水 補給水

6.8～8.0 7.0～8.0 7.0～8.0

項目

循環水 補給水 一過水
　循環水

（20℃以下）

基
準
値
項
目

50以下

検査項目 基準値

12㎎/L以下

冷水系
冷却水系

循環水

0

(別表第31)ｶﾞﾗｽ電極法

（※1）二酸化塩素濃度の場合：0.1㎎/L以上、0.4㎎/L以下、亜塩素酸濃度の場合：0.1㎎/L以上、1.2㎎/L以下

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量

80以下 30以下 40以下 40以下

7.0～8.0 7.0～8.0ｐＨ（25.0℃）

検査回数

濁度 2度以下 1 (別表第41)積分球式光電光度法

定量下限値 分析方法

pH値 5.8以上8.6以下 －

30以下 30以下 30以下 30以下

（※2）暫定目標値

 傾向

6.5～8.2 6.0～8.0 6.8～8.0 6.8～8.0

第4版ﾚｼﾞｵﾈﾗ症防止指針 第2部第5章

0.2 滴定法

月1回以上

大腸菌 検出されないこと － (別表第2)特定酵素基質培地法

一般細菌 200CFU/ml以下

厚生労働省告示第318号別表第1

年1回以上

(別表第1)標準寒天培地法

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（※2） 0.2㎎/L以下が望ましい 0.001 (別表第15)HSｰGC-MS法

ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌（※3） 検出されないこと（※4） －

＜プール水：厚労省/遊泳用プールの衛生基準、文科省/学校環境衛生基準＞

＜設備用水：冷却水・冷水・温水・補給水（社団法人　日本冷凍空調工業会）＞
≪冷却水･冷水･温水･補給水の水質基準値≫

参
考
項
目

（※3）ジャグジー、ホットバス等

（※4）遊泳用プールの衛生基準のみ

年1回以上

0.4㎎/L以上、1.0㎎/L以下
であることが望ましい遊離残留塩素（※1） 0.1
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● 温泉水

1.　温度（温泉源から採取されるときの温度）：摂氏25度以上

2.　物質（下に掲げるもののうち、いずれかひとつ）

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

19

1.　温度（源泉から採取されるときの温度）：摂氏25度以上

2.　物質（下に掲げるもののうち、いずれかひとつ）

№
1
2
3
4
5
6

※LEL：爆発下限界の値（火源により爆発が起きるメタンの最低濃度 = 100%LEL = 5.0vol % ）

メタンの濃度の値

50%LEL(2.5vol%)

25%LEL(1.25vol%)

5%LEL(0.25vol%)

総硫黄（HS-+S2O3
2-+H2Sに対応するもの） 2mg

＜可燃性天然ガスの濃度の基準（環境省告示第58号）＞

水上置換法

槽内空気測定法

ヘッドスペース法

総鉄イオン（Fe2++Fe3+） 20mg

水素イオン（H+） 1mg

よう化物イオン（I-） 10mg

溶存物質の総量（ガス性のものを除く）

物質名 含有量（1ｋg中）

1000mg

遊離二酸化炭素（CO2) 1000mg

ラジウム塩 1×10-8mg以上

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、温泉の成分等の掲示が必要であり、登録分析機関による温泉成分分
析の結果に基づかなければなりません。

また、温泉法の改正(平成20年10月1日施行)により、可燃性天然ガス(メタン)濃度の確認申請(基準値以下)また
は温泉の採取許可申請(基準値を超える場合)が必要になりました。

メタけい酸 50mg以上

重炭酸そうだ 340mg以上

≪温泉の定義≫

メタ亜ひ酸 1mg以上

総硫黄 1mg以上

メタほう酸 5mg以上

よう化物イオン 1mg以上

ふっ化物イオン 2mg以上

ヒドロひ酸イオン 1.3mg以上

250mg以上

第１マンガンイオン 10mg以上

水素イオン 1mg以上

臭化物イオン 5mg以上

10mg以上

ストロンチウムイオン

18

バリウムイオン

10mg以上

物質名

溶存物質（ｶﾞｽ性のものを除く）

含有量（1kg中）

総量1,000㎎以上

遊離炭酸

ラドン 20×10-10Ci=74Bq以上
（5.5ﾏｯﾍ単位以上）

＜温泉水：温泉法に基づく成分分析検査（10年に1回の検査）＞

≪療養泉の定義≫

測定方法

リチウムイオン 1mg以上

フェロ又はフェリイオン

5mg以上

ラドン（Rn）7 30×10-10Ci=111Bq 以上
（8.25マッヘ単位以上）
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● 工場排水

「環境省　水質汚濁防止法（排水基準を定める省令　別表第１、別表第２）」に基づく

※アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

生活環境項目についての排水基準は、一日当たりの平均的な排水量が50㎥以上の特定事業場に適用される。

地域により上乗せ、横出し基準がある。

基準値

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.03　mg/L以下

ｼｱﾝ化合物 1　mg/L以下

有機ﾘﾝ化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る。） 1　mg/L以下

鉛及びその化合物 0.1　mg/L以下

六価ｸﾛﾑ化合物 0.5　mg/L以下

ﾋ素及びその化合物 0.1　mg/L以下

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物 0.005　mg/L以下

ｱﾙｷﾙ水銀化合物 検出されないこと

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB） 0.003　mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.3　mg/L以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1　mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.2　mg/L以下

四塩化炭素 0.02　mg/L以下

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.04　mg/L以下

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1　mg/L以下

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4　mg/L以下

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3　mg/L以下

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06　mg/L以下

0.1　mg/L以下

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.02　mg/L以下

ﾁｳﾗﾑ 0.06　mg/L以下

ｼﾏｼﾞﾝ 0.03　mg/L以下

海域以外10　mg/L以下　海域230　mg/L以下

ﾌｯ素及びその化合物 海域以外8　mg/L以下　海域15　mg/L以下

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100　mg/L以下（※）

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.2　mg/L以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.1　mg/L以下

ｾﾚﾝ及びその化合物

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.5　mg/L以下

有
害
物
質

項目

水素イオン濃度（水素指数）

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

生
活
環
境
項
目

項目 基準値

ﾎｳ素及びその化合物

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

浮遊物質量（ＳＳ）

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）

フェノール類含有量

銅含有量

亜鉛含有量

溶解性鉄含有量

溶解性マンガン含有量

クロム含有量

大腸菌群数（１㎤につき）

窒素含有量

リン含有量

海域以外5.8～8.6　海域5.0～9.0

160ｍｇ／Ｌ（日平均120ｍｇ／Ｌ）以下

160ｍｇ／Ｌ（日平均120ｍｇ／Ｌ）以下

200ｍｇ／Ｌ（日平均150ｍｇ／Ｌ）以下

5ｍｇ／Ｌ以下

30ｍｇ／Ｌ以下

5ｍｇ／Ｌ以下

3ｍｇ／Ｌ以下

2ｍｇ／Ｌ以下

10ｍｇ／Ｌ以下

10ｍｇ／Ｌ以下

2ｍｇ／Ｌ以下

日平均3,000個以下

120ｍｇ／Ｌ（日平均60ｍｇ／Ｌ）以下

16ｍｇ／Ｌ（日平均8ｍｇ／Ｌ）以下

＜水質汚濁防止法による排水基準＞

特定施設の設置の届出・変更の届出の際に該当した有害物質及び生活環境項目（水質汚濁防止法施行規則 様式第1
別紙4に記載した項目）を、1年を超えない排水の期間ごとに１回以上行うこと。

（※旅館業（温泉を利用するものに限る。）は、砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合
物、水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量の測定を、
３年を超えない排水の期間ごとに１回以上とする。）

都道府県知事及び指定都市の長等は「測定の回数」、「測定の物質」を条例で上乗せすることができること。

測定しようとする排出水又は特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に行うこと。

記録の保存対象は、水質測定記録表に加え、測定に伴い作成したチャート等（計量証明書を含む）とし、３年間保存
すること。

基準を超過してしまい、再度、測定を行う事例があると思いますが、最初の測定結果も保存をしないと、保存義務違
反になります。 測定結果は、必ず保存するようにして下さい。
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　「国土交通省　下水道法施行令　第９条」に基づく

都道府県、政令都市により上記基準に上乗せ、横出し基準があることがある。

※１・・・ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策法施設を設置する特定事業場に限り適用となる。

※2・・・海域を放流先とする下水道への排出の場合は（　）の基準値となる。

六価ｸﾛﾑ化合物

ﾋ素及びその化合物

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物

項目 基準値

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物

ｼｱﾝ化合物

有機ﾘﾝ化合物

鉛及びその化合物

有
害
項
目

ｱﾙｷﾙ水銀化合物

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB）

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

四塩化炭素

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

ﾁｳﾗﾑ

ｼﾏｼﾞﾝ

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ｾﾚﾝ及びその化合物

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類※1

1　　mg/L以下

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

0.03　mg/L以下

1　　mg/L以下

1　　mg/L以下

0.1　mg/L以下

0.5　mg/L以下

0.1　mg/L以下

0.005　mg/L以下　

検出されないこと

0.003　mg/L以下　

0.1　mg/L以下

0.1　mg/L以下

0.2　mg/L以下

0.02　mg/L以下

0.04　mg/L以下

0.2　mg/L以下

0.1　mg/L以下

0.1　mg/L以下

 10　pg/L以下

0.5　mg/L以下

0.06　mg/L以下

0.02　mg/L以下

0.06　mg/L以下

ｸﾛﾑ及びその化合物

0.4　mg/L以下

3　　mg/L以下

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）

温度

ｐH

生物化学的酸素要求量（BOD）

懸濁物質（SS）

動植物油　30　mg/L以下

0.03　mg/L以下

ﾌｪﾉｰﾙ類

銅及びその化合物

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物（溶解性）

10　mg/L以下

10　mg/L以下

ﾌｯ素及びその化合物

ﾎｳ素及びその化合物

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素

45℃未満

５を超え９未満

600　mg/L未満

600　mg/L未満

鉱物油　5　mg/L以下

2　mg/L以下

ﾖｳ素消費量

＜公共下水道への排水水質基準＞

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量

8（15）※２　mg/L以下

10（230）※２　mg/L以下

380　mg/L未満

環
境
項
目
等

220　mg/L以下  

5　mg/L以下

3　mg/L以下

2　mg/L以下
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● 環境水（河川水・湖沼・海域）

（１） 河川（湖沼を除く。）

備考

１　基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

（注） １　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

　　水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

　　水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３　水産1級：ﾔﾏﾒ、ｲﾜﾅ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

　　水産2級：ｻｹ科魚類及びｱﾕ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

　　水産3級：ｺｲ、ﾌﾅ等、β－中腐水性水域の水産生物用

４　工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

　　工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

　　工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの

５　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

備考

１　基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる)。

直鎖ｱﾙｷﾙ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸
及びその塩

水生生物の生息状況の適応性

ｲﾜﾅ、ｻｹﾏｽ等比較的低温域を好む水生生物及びこ
れらの餌生物が生息する水域

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生
生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と
して特に保全が必要な水域

ｺｲ、ﾌﾅ等比較的高温域を好む水生生物及びこれ
らの餌生物が生息する水域

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に
掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔
の生育場として特に保全が必要な水域

0.002
mg/L以下

0.03
mg/L以下

生物特Ｂ
0.03

mg/L以下
0.002

mg/L以下
0.04

mg/L以下

0.05
mg/L以下

生物特Ａ
0.03

mg/L以下
0.0006
mg/L以下

0.02
mg/L以下

生物Ｂ

生物Ａ
0.03

mg/L以下
0.001

mg/L以下
0.03

mg/L以下

項
目
類
型

該当水域
全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

第１の2の(2)
により水域類
型ごとに指定
する水域

基準値

5,000 MPN
/100mL以下

2 mg/L以上

第１の2の(2)
により水域類
型ごとに指定
する水域

基準値

6.0 以上
8.5 以下

ごみ等の浮遊
が認められな

いこと。

－

－

－

5 mg/L以下 50 mg/L以下

8 mg/L以下 100 mg/L以下

3 mg/L以下 25 mg/L以下 5 mg/L以上

5 mg/L以上

10 mg/L以下

ＡＡ

6.5 以上
8.5 以下

6.0 以上
8.5 以下

2 mg/L以上

1,000 MPN
/100mL以下

水道３級
水産２級
及びＣ以下の欄に
掲げるもの

6.5 以上
8.5 以下

水道２級
水産１級
水浴
及びＢ以下の欄に
掲げるもの

7.5 mg/L以上

Ｂ

水産３級
工業用水１級
及びＤ以下の欄に
掲げるもの

工業用水２級
農業用水
及びＥの欄に
掲げるもの

工業用水３級
環境保全

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ
6.5 以上
8.5 以下

2 mg/L以下 25 mg/L以下

該当水域
大腸菌群数

利用目的の
適応性

水道１級
自然環境保全
及びＡ以下の欄に
掲げるもの

6.5 以上
8.5 以下

1 mg/L以下

２　農業用利水点については、水素ｲｵﾝ濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする（湖沼もこれに準ずる)。

＜生活環境の保全に関する環境基準（昭和46年環境庁告示第59号　別表2）＞

25 mg/L以下 7.5 mg/L以上
50 MPN

/100mL以下

項
目
類
型

水素ｲｵﾝ
濃度
(pH)

生物化学的酸
素要求量
(BOD)

浮遊物質量
(SS)

溶存酸素量
(DO)
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備考

水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

（注）

１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

　　水道２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３　水産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

　　水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

　　水産３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

　　工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

５　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

Ⅰ

Ⅳ

Ⅴ

備考

１　基準値は年間平均値とする。

３　農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

（注）

１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

　　水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

３　水産1種：ｻｹ科魚類及びｱﾕ等の水産生物用並びに水産２種及び水産3種の水産生物用

　　水産2種：ﾜｶｻｷﾞ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用

　　水産3種：ｺｲ、ﾌﾅ等の水産生物用

４　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

0.05
mg/L以下

生物特Ｂ

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に
掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔
の生育場として特に保全が必要な水域

0.03
mg/L以下

0.002
mg/L以下

0.04
mg/L以下

第１の2の(2)
により水域類
型ごとに指定
する水域

生物特Ａ

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生
生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と
して特に保全が必要な水域

0.03
mg/L以下

0.0006
mg/L以下

0.02
mg/L以下

生物Ｂ
ｺｲ、ﾌﾅ等比較的高温域を好む水生生物及びこれ
らの餌生物が生息する水域

0.03
mg/L以下

0.002
mg/L以下

（２） 湖沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、
　　　 水の滞留時間が４日間以上である人工湖）

水産2種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6 mg/L以下 0.05 mg/L以下

Ⅲ
水道3級（特殊なもの）
及びⅣ以下の欄に掲げるもの

0.4 mg/L以下 0.03 mg/L以下

Ⅱ 0.01 mg/L以下

自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの 0.1 mg/L以下 0.005 mg/L以下

第１の２の
(２)により水
域類型毎に指
定する水域

水産3種工業用水農業用水環境保全 1 mg/L 以下 0.1 mg/L 以下

水道1、2、3級（特殊なものを除く。）
水産1種
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの

0.2 mg/L以下

項
目
類
型

利用目的の適応性 該当水域
全窒素 全燐

基準値

２　水域類型の指定は、湖沼植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、
　　全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの増殖の要因となる湖沼について適用する。

項
目
類
型

水生生物の生息状況の適応性

基準値

該当水域
全亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ

直鎖ｱﾙｷﾙ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸
及びその塩

　　水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去
　　　　　　　が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）

－

生物Ａ
ｲﾜﾅ、ｻｹﾏｽ等比較的低温域を好む水生生物及びこ
れらの餌生物が生息する水域

0.03
mg/L以下

0.001
mg/L以下

0.03
mg/L以下

Ｃ
工業用水2級
環境保全

6.0 以上
8.5 以下

8 mg/L以下
ごみ等の浮遊
が認められな

いこと。
2 mg/L以上

水産3級
工業用水1級
農業用水
及びＣ以下の欄に
掲げるもの

6.5 以上
8.5 以下

5 mg/L以下 15 mg/L以下 5 mg/L以上 －

50 MPN
/100mL以下

第１の2の(2)
により水域類
型ごとに指定
する水域

Ａ

水道2,3級
水産2級
水浴
及びＢ以下の欄に
掲げるもの

6.5 以上
8.5 以下

3 mg/L以下 5 mg/L以下 7.5 mg/L以上
1,000 MPN
/100mL以下

Ｂ

ＡＡ

水道1級
水産1級
自然環境保全
及びA以下の欄に
掲げるもの

6.5 以上
8.5 以下

1 mg/L以下 1 mg/L以下 7.5 mg/L以上

項
目
類
型

利用目的の
適応性

基準値

該当水域水素ｲｵﾝ
濃度
(pH)

化学的酸素要
求量(ＣＯＤ)

浮遊物質量
(SS)

溶存酸素量
(DO)

大腸菌群数
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備考

１　基準値は、日間平均値とする。

２　底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。

備考

１　水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70 MPN/100mL以下とする。

（注）
１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２　水産1級：ﾏﾀﾞｲ、ﾌﾞﾘ、ﾜｶﾒ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
　　水産2級：ﾎﾞﾗ、ﾉﾘ等の水産生物用
３　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

備考

１　基準値は、年間平均値とする。

２　水域類型の指定は、海洋植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

（注）

１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がﾊﾞﾗﾝｽ良く、かつ、安定して漁獲される

　　水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

　　水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

３　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

第１の2の(2)
により水域類
型ごとに指定
する水域

第１の2の(2)
により水域類
型ごとに指定
する水域

第１の2の(2)
により水域類
型ごとに指定
する水域

水生生物が生息・再生産する場の適応性

基準値

底層溶存酸素量
該当水域

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が
生息できる場を保全・再生する水域又は再生産
段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生
産できる場を保全・再生する水域

生物1 4.0 mg/L以上

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が
生息できる場を保全・再生する水域、再生産段
階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産
できる場を保全・再生する水域又は無生物域を
解消する水域

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を
除き、水生生物が生息できる場を保全・再生す
る水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低
い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場
を保全・再生する水域

生物2 3.0 mg/L以上

生物3 2.0 mg/L以上

項
目
類
型

自然環境保全
及びⅡ以下の欄に掲げるもの
（水産2種及び3種を除く。）

0.2 mg/L以下 0.02 mg/L以下

0.006 mg/L以下

生物Ａ 水生生物の生息する水域 0.02 mg/L以下 0.001 mg/L以下 0.01 mg/L以下

Ⅲ

第１の2の(2)
により水域類
型ごとに指定
する水域

生物特Ａ

生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖
場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要
な水域

0.01 mg/L以下 0.0007 mg/L以下

項
目
類
型

水生生物の生息状況の適応性

基準値

該当水域
全亜鉛

水産2種及びⅣの欄に掲げるもの（水産3種を除
く。）

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ
直鎖ｱﾙｷﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸
及びその塩

0.6 mg/L以下 0.05 mg/L以下

水産3種
工業用水
生物生息環境保全

1 mg/L以下

利用目的の適応性

基準値

該当水域
全窒素 全燐

Ⅱ

水産1種
水浴
及びⅢ以下の欄に掲げるもの
（水産2種及び3種を除く。）

0.3 mg/L以下 0.03 mg/L以下

Ⅰ

Ⅳ 0.09 mg/L以下

第１の２の
(２)により水
域類型毎に指
定する水域

環境保全
7.0 以上
8.3 以下

8 mg/L以下 2 mg/L以上 － －

項
目
類
型

検出されない
こと

第１の2の(2)
により水域類
型ごとに指定
する水域

B
水産２級工業用水
及びＣの欄に掲げ
るもの

7.8 以上
8.3 以下

3 mg/L以下 5 mg/L以上 －
検出されない

こと

C

A

水産１級水浴自然
環境保全及びＢ以
下の欄に掲げるも
の

7.8 以上
8.3 以下

2 mg/L以下 7.5 mg/L以上
1,000

MPN/100mL
以下

２ 海域

項
目
類
型

利用目的の
適応性

基準値

該当水域水素ｲｵﾝ
濃度
(pH)

化学的酸素要
求量(COD)

溶存酸素量
(DO)

大腸菌群数
n-ﾍｷｻﾝ

抽出物質
(油分等)
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■ 土壌分析

●土壌汚染対策　　　土壌汚染対策法による土壌基準及び地下水基準

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

※基準値はそれぞれ”以下”である

地下水の摂取等によるリスクに対する汚染の除去等の措置（地下水の水質の測定を除く）
「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に基づく

※基準不適合土壌の汚染状態を第二溶出量基準に適合させた上で行うことが必要

◎：講ずべき汚染の除去等の措置（指示措置）

○：指示措置と同等以上の効果を有すると認められる措置

×：選択できない措置

不溶化 × × ○ × × ×

0.2

0.06

0.003

1

0.3

24

1

水銀が0.005以下、
かつ、ｱﾙｷﾙ水銀が
検出されないこと

30

0.03

0.3

0.1

0.3

1.5

0.3

0.3

0.02

0.04

1

0.4

0.02

0.05

0.2

0.1

3

0.06

1

0.003

検出されないこと

検出されないこと

0.02

0.006

0.006

0.03

0.01

0.01

0.01

0.8

検出されないこと

水銀が0.0005以下、
かつ、ｱﾙｷﾙ水銀が
検出されないこと

0.01

0.01

0.002

0.004

0.1

0.04

0.002

0.02

0.01

1

―

―

―

―

 50
（遊離ｼｱﾝとして）

15

150

150

150

4,000

4,000

―

―

―

―

―

150

250

―

―

―

―

―

―

―

ｼｱﾝ化合物

水銀及びその化合物

ｾﾚﾝ及びその化合物

鉛及びその化合物

ﾋ素及びその化合物

ﾌｯ素及びその化合物

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物

六価ｸﾛﾑ化合物

四塩化炭素

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

原位置封じ込め

第二溶出
基準適合

第二溶出
基準不適合

0.01

◎ ◎＊

検出されないこと

検出されないこと

ｼﾏｼﾞﾝ

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ

第
三
種
特
定
有
害
物
質

第
二
種
特
定
有
害
物
質

15

0.006

0.01

0.05

0.01

ﾁｳﾗﾑ

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB）

有機ﾘﾝ化合物

16

0.002

0.02

0.01

1

第二溶出
基準不適合

検出されないこと

水銀が0.0005以下、
かつ、ｱﾙｷﾙ水銀が
検出されないこと

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ﾎｳ素及びその化合物

重金属
（第2種）

農薬等
（第3種）

※第二溶出量基準（土壌溶出基準の3～30倍に相当）・土壌含有量基準を超過の場合、要措置区域あるいは形質変更
時届出区域に指定される。

0.03

0.01

土壌溶出量基準
（mg/L）

土壌含有量基準
（mg/kg）

分類 № 特定有害物質の種類

◎＊ ◎ ◎＊ ◎ ×

地下水基準
（mg/L）

第二溶出量基準
（mg/L）

第二溶出
基準適合

第二溶出
基準不適合

揮発性有機化合物
（第1種）

第二溶出
基準適合

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

×

◎

○ ○ ○

◎ ◎＊ ◎

○ ◎

0.01

0.8

1

0.003

0.02

0.006

○ ○

「環境省　土壌汚染対策法（施行規則　第31条第１項・第２項及び第７条第１項）　別表」に基づく

措置の種類

遮水工封じ込め

地下水汚染の拡大の防止

土壌汚染の除去

遮断工封じ込め × × ○ ○

第
一
種
特
定
有
害
物
質

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002 ― 0.002 0.02

0.002

0.004

0.1

0.04
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■ 産業廃棄物分析

№

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 0.5 0.5 0.05

20

注2)ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝおよびEPN

0.06

0.02

0.06

0.03

0.2

0.1

ﾌｪﾉｰﾙ類

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.5

0.04

1

0.4

3

0.1

20

2.5

2

1.2

1.5

0.2

0.02

1.2 0.12

― 1.5 0.15

1

0.5

0.15

1

0.003

― 20

― 2.5 0.25

― 2 0.2

0.1

0.1

0.03

0.2

― 15 3

10

20

15

― 0.14

0.01

0.2

0.02

0.002

0.004

0.1

0.04

1

0.006

0.003

0.06

不検出

不検出

0.01

0.02

0.01

0.006

0.0020.02

0.06

0.1

10

1

0.5

0.2

0.0005

0.003

0.01

不検出

0.05

0.04

1

0.4

3

0.01

不検出

0.01

4 1

0.8

0.1

0.3

―

0.06

0.02

0.06

0.03

0.1

0.1

0.02

0.1

1

0.4

3

1.5

0.3

1

0.003

0.1

0.2

―

1

不検出

0.025

0.03

1

0.15

1

0.003

4

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ

ｼﾏｼﾞﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

0.1

0.2

0.02

―

ﾁｳﾗﾑ

ﾌｯ化物

ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物

ｸﾛﾑ又はその化合物

ﾆｯｹﾙ又はその化合物

0.04

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

判定基準値

不検出

0.005

0.09

0.3

不検出

0.025

0.03

1

有機性汚泥 廃酸・廃ｱﾙｶﾘ

海洋投入処分

ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物

廃棄物の種類

試験方法
溶出試験
(mg/L)

有機塩素化合物注3)

銅又はその化合物

亜鉛又はその化合物

含有量試験
(mg/kg)

含有量試験
(mg/L)

溶出試験
(mg/L)

注1)汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さいを含む（燃え殻、ばいじん、鉱さいについては、水銀、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、鉛、
　六価ｸﾛﾑ、ひ素のみを対象）

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

※産業廃棄物の埋立、または海洋処分、あるいは特別管理産業廃棄物の
埋立処分ができるかどうかの判定基準（ボーダーライン）を定めた省令

処分方法 埋立処分

燃え殻、汚泥、鉱
滓など注1)

項目

注3)PCB、ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ、ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝ、ﾎﾟﾘｸﾛﾛﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ、ﾎﾟﾘｸﾛﾛﾌﾞﾀｼﾞｴﾝおよび
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝの塩素化合物を除く。

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

1

六価ｸﾛﾑ化合物

四塩化炭素

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

ｾﾚﾝ又はその化合物

●金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和４８年総理府令第５号）

ﾋ素又はその化合物

ｼｱﾝ化合物

PCB

ｱﾙｷﾙ水銀化合物

水銀又はその化合物

ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物

鉛又はその化合物

有機ﾘﾝ化合物注2)

非水溶性無機性汚
泥
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■ 産業廃棄物分析

●特別管理産業廃棄物の判定基準（廃棄物処理法施行規則第１条の２）

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

※1　ばいじん及びその処理物に適用する

※2　鉱さい及びその処理物は除外する

燃え殻・ばいじん・鉱さい

処理物
(廃酸・
廃ｱﾙｶﾘ
以外)
(mg/L)

処理物
(廃酸・
廃ｱﾙｶﾘ)
(mg/L)

燃え殻・
ばいじ
ん・

鉱さい
(mg/L)

廃酸・
廃ｱﾙｶﾘ
(mg/L)

汚泥
(mg/L)

処理物
(廃酸・
廃ｱﾙｶﾘ
以外)
(mg/L)

処理物
(廃酸・
廃ｱﾙｶﾘ)
(mg/L)

処理物
(廃酸・
廃ｱﾙｶﾘ
以外)
(mg/L)

処理物
(廃酸・
廃ｱﾙｶﾘ)
(mg/L)

有機燐化合物

鉛又はその化合物

汚泥・廃酸・廃ｱﾙｶﾘ
廃油

（廃溶剤に限る）

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ

ｼﾏｼﾞﾝ

5

ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物

－

1

1

2

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

ﾁﾗｳﾑ

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

－

－

－

0.3

0.09

0.005

不検出

水銀又はその化合物

ｱﾙｷﾙ水銀

9

ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

四塩化炭素

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

PCB

－

0.3

1.5

－

－

六価ｸﾛﾑ化合物

ｼｱﾝ化合物

砒素又はその化合物

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

0.5　※1

0.3

26
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類
(単位はTEQ換算）

3ng/g ※2

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

ｾﾚﾝ又はその化合物

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

不検出

0.05

0.3

1

－

5

1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1

5　※1

100pg/L ※2

不検出

0.005

0.09

0.3

－

1.5

0.3

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

0.3

0.5　※1

3ng/g ※2

不検出

0.003

1

0.3

1.5

1

0.3

0.09

0.2

0.1

0.1

0.005

0.02

0.06

0.4

1

0.04

0.02

3

0.5

0.3

3ng/g

0.03

1

0.1

0.2

0.03

0.06

2

1

1

100pg/L

1

0.3

0.6

0.2

0.6

5

1

0.3

0.05

不検出

30

4

10

0.4

0.2

1

不検出

0.05

0.3

1

1

5

1

1

0.03

1

1

2

0.2

0.4

10

4

30

0.6

0.2

0.6

0.3

2

1

1

5

100pg/L

不検出

0.005

0.09

0.3

1

1.5

0.3

1

0.003

0.1

0.1

0.2

0.02

0.04

1

0.4

3

0.06

0.02

0.06

0.03

0.2

0.1

0.3

0.5

3ng/g

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

（廃油：
0.5㎎/kg）

－ －

－ －

－

0.4

0.2

2

1

1

0.2

0.6

30

4

－－

10

－ －

－ －

－ －

1

－ －

0.11

0.55

0.04

0.02

0.2

0.1

0.1

0.02

0.06

3

0.4
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■ 大気測定

※この表は排出ガス量が１万N㎥/ｈ未満の場合に適用する（単位：ｇ/N㎥）

※Os ・・・ 排ガス中の酸素濃度（％）

※この表は排出ガス量が１万N㎥/ｈ未満の場合に適用する（単位：ppm）

※規制対象ﾎﾞｲﾗｰ：伝熱面積10㎡以上で排出ｶﾞｽ量が１万N㎥/ｈ未満のﾎﾞｲﾗｰ

※ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関、ｶﾞｽ機関、ｶﾞｿﾘﾝ機関のうち非常用として設置されているものは規制値は適用しない。

※上記基準に加え地方自治体により、上乗せ基準等がある場合があります。

～S52.9.9

0.10

～S57.5.31 S57.6.1～

大阪市・堺市(美原区を除く)・豊中市・吹田市・泉大津市・守口市・枚方市・八尾市・寝屋川
市・松原市・大東市・門真市・摂津市・高石市・東大阪市・四条畷市・交野市・泉北郡

●排ガス測定基準「大気汚染防止法施行令　第2条及び施行規則　第15条等」に基づく

●ばいじん濃度　排出基準値（大気汚染防止法施行規則　第4条、第7条）

●窒素酸化物濃度　排出基準値（大気汚染防止法施行規則　第5条（2））

0.05

規制対象ボイラー

S57.6.1～

180
250（280）

(　　)は脱硫装置が付属しているもの

～S46.6.23

0.04

0.08

0.04

0.15

0.05

0.30

特別区

特別排出基準一般排出基準

特別区以外

測定対象

残存酸素
濃度

（％）

S46.6.24
～

S57.5.31

補正

設置
年月日

13

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
機関 －

－

伝熱面積が10㎡以上又はﾊﾞｰﾅｰの能力が重油換算で50ℓ/h以
上のもの、固定型内燃機関（発電機）燃焼能力がｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ
50ℓ/h、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関50ℓ/h、ｶﾞｽ機関35ℓ/h以上
ﾎﾞｲﾗｰ、吸収式冷温水発生器、ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備、
給湯ﾎﾞｲﾗｰ、焼却炉、発電機など

規模又は能力

主な対象施設

測定項目

ｶﾞｽ機関 0.05

0.10

－ 0

窒素酸化物濃度（NOｘ）、ばいじん濃度
硫黄酸化物濃度（SOｘ）※燃料が油(硫黄分を含むもの)等

ｶﾞｽ焚専
燃ﾎﾞｲﾗｰ

液体燃焼
ﾎﾞｲﾗｰ

Os

16

設置
年月日

ｶﾞｽ焚専
燃ﾎﾞｲﾗｰ

液体燃焼
ﾎﾞｲﾗｰ

補正

残存酸素
濃度

（％）

5

4

150

S52.9.10～

残存酸素
濃度

（％）

16

排出ガス量　4万
５千N㎥/ｈ以上

排出ガス量　4万
５千N㎥/ｈ以下

100

120

100 70

排出ガス量　4万
５千N㎥/ｈ以上

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
機関

液体燃焼
ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ

13

補正

設置
年月日

～
H元.7.31

H元8.1
～

H3.1.31

H3.2.1
～

H6.1.31

H6.2.1
～

ｶﾞｽ専燃
ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ

70

90

70
排出ガス量　4万
５千N㎥/ｈ以下

16

950

1400 1200

2000 1000 600

尼崎市

特別区
大阪府

兵庫県

0

※小型ﾎﾞｲﾗｰ：伝熱面積10㎡未満かつﾊﾞｰﾅｰ能力重油換算値が50ℓ/ｈ以上
（燃料が軽質燃料（灯油、軽油、A重油等）の場合、規制値は適用しない）

ｶﾞｽ機関

ｼﾘﾝﾀﾞｰ内径
400mm以上

ｼﾘﾝﾀﾞｰ内径
400mm未満

1600
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●大阪府

（単位：ppm（O２＝０％））

《　備考　》

１）平成元年1月31日以前に設置された施設については、当分の間適用しません。

２）使用の方法を非常用からの常用に変更する既設の施設については、常用として使用を開始する日を設置日とします。

３）ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ及び発電用ﾎﾞｲﾗｰのうち、定格の発電出力が15万kw以上の施設については別途知事と協議するもとのします。

５）※・・・豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、摂津市、高石市、

　　　　　　四条畷市、交野市及び泉北郡の区域を示します。

●大阪市

（単位：ppm）

（単位：ppm（O２＝０％））

《　備考　》

１）平成元年1月31日以前に設置された施設については、当分の間適用しません。

３）※1・・・平成12年3月31日までに設置されたのもについては、85ｐｐｍを適用する。

　　※2・・・平成12年3月31日までに設置されたのもについては、120ｐｐｍを適用する。

300 200

150
500

２）平成9年3月31日以前に設置された燃料の燃焼能力が重油換算で10L/h以上、30L/h未満の施設については、
　　当分の間適用しない。

100※2

500 300 300

50

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関

ｶﾞｽ機関

650L/h以上

50L/h以上150L/h未満

50L/h未満

2千kw以上6千kw未満

150L/h以上650L/h未満

H元.2.1～
H4.3.31

までに設置

H4.4.1～
H9.3.31

までに設置

H9.4.1
以降に設置

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ

2万kw以上15万kw未満

6千kw以上2万kw未満

2千kw未満 200 150 100

0

120（230）(　　)は脱硫装
置が付属しているもの100

液体燃焼ﾎﾞｲﾗｰ 80 0

～H4.10.1以前 H4.10.1以降～

100 60

150 100

30

50

80※1

100
300

150

500
150 200

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ

30

80

ｶﾞｽ機関

150L/h以上

50L/h以上150L/h未満

50L/h未満

300 200

500

150 100 200 150

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関 500 300 300 500 500

ｶﾞｽ焚専燃ﾎﾞｲﾗｰ

規制対象ボイラー 補正

H元.2.1～
H4.3.31

までに設置

H4.4.1～
H9.3.31

までに設置

H9.4.1
以降に設置

H元.2.1～
H9.3.31

までに設置

H9.4.1
以降に設置

150 100

残存
酸素濃度
（％）

設置年月日
ばい煙発生施設の種類

2万kw以上15万kw未満

固定型内燃機関等の種類・規模

2千kw以上2万kw未満

2千kw未満

４）ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ及び発電用ﾎﾞｲﾗｰの規模は、定格の発電出力を示します。ｶﾞｽ機関の規模は燃料の燃焼能力（重油換算）
　　を示します。
　　ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ等でｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝとほかの機器により同一の発電機を駆動する場合は、ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝによる定格の
　　発電出力による区分をします。

その他の地域
総量規制地域※

（大気汚染防止法施行令第7条の3に規定す
る窒素酸化物に係る指定地域）

150

固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領の窒素酸化物排出濃度に係る指導基準値

大阪市固定発生源窒素酸化物対策指導要領の窒素酸化物排出濃度に係る指導基準値（平成4年10年1日施行）

発電用ﾎﾞｲﾗｰ（2万kw以上15万kw未満） 25 － 35－

45

120

200
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■ 騒音・振動・悪臭測定

規制基準について

工場や事業場から発生する騒音や振動、悪臭には「規制基準」が定められています。

（単位：dB）

●振動に係る規制基準（大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第54条　別表第21の2）
（単位：dB）

※時間帯の区分は、各都道府県で異なります。

※どの区域にあたるかは、各市町村で確認下さい。

65 60

工業地域、工業専用地域などで
学校・病院等の周辺など 60 65

70 65

区域の区分

40

50

65 60

60 55

工業地域、
工業専用地域など

60 65

55

第1・2種低層住居
専用地域、
第1・2種中高層住居
専用地域、
第1・2種住居地域、
準住居地域、
市街化調整区域など

近隣商業地域、
商業地域、
準工業地域など

昼間
(午前6時から午後9時)

夜間
(午後9時から翌日午前6時)

区域の区分

55

工場及び事業場は、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。
（騒音規制法第4条、振動規制法第4条、悪臭防止法第4条、各都道府県条例）

工業地域、工業専用地域などで
学校・病院等の周辺など

工業地域、
工業専用地域など

65 70 60

45 50

●騒音に係る規制基準（大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第54条　別表第21の1）

（例：京都府では振動に係る規制基準　昼間：午前8時から午後7時　夜間：午後7時から午前8
時）

55

第1・2種低層住居
専用地域

第1・2種中高層住居
専用地域、
第1・2種住居地域、
準住居地域、
市街化調整区域など

近隣商業地域、
商業地域、
準工業地域など

45

朝(午前6時から午前8時)
夕(午後6時から午後9時)

昼間
(午前8 時から午後6 時)

夜間
(午後9時から翌日午前6時)
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●特定悪臭物質の濃度による規制基準

※赤字は大阪府の規制基準

　

●臭気指数による規制

臭気指数＝10×log(希釈倍数)

　においがある物質は40万種類以上あると言われています。また、これらの物質が混じり
合っていると相乗効果などがおこり、機器による濃度の測定では、においを実際に人が感じ
ているようには、測ることはできません。

臭気指数は、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したもので、試料を臭気が感じられな
くなるまで無臭空気で希釈した時の希釈倍率（臭気濃度）の対数値に10を乗じた数です。

　例えば、「臭気指数10」とは、試料を10倍希釈した時に臭わなくなる濃度です。

　臭気指数による規制は、事業場等の「敷地境界線上」、煙突等の「気体排出口」、「排出
水」の3か所において、嗅覚を用いた測定法により測定した臭気指数に基づいて行います。

臭気の拡散状況を勘案して、排出口の高さに応じた臭気排出強度又は排出気
体の臭気指数
（悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した値）

気体排出口における
規制基準

敷地境界線の規制基準

　また、近年、悪臭の苦情はサービス業等の都市生活型が多くなり、これまでの規制では対
応が難しくなってきました。「臭気指数規制」は、このような状況に対応するため、平成７
年の悪臭防止法の改正により導入が可能となったもので、多様な原因物質による複合臭等に
も対応できる規制方法です。大阪府では、市町村の意見を聴きながら、「臭気指数規制」の
導入を進めています。

－ －
－ －
－ －

○ －
－ －
○ －

○ －
○ －
○ －

○ －
○ －
○ －

－ －
○ －
○ －

－ ○
－ ○
○ －

○ －
－ ○
○ ○

0.001 ～ 0.01

排出水における
規制基準

臭気指数：敷地境界線の規制基準+16
（悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数）

臭気指数による規制基準
臭気指数：大阪府10（環境省令10～21の範囲で設定する事）

22 ｲｿ吉草酸 －

0.001 ～ 0.006

0.0009 ～ 0.004

1 ～ 5

0.03 ～ 0.2

10 ～ 60

0.4 ～ 2

3 ～ 20

1 ～ 6

0.003 ～ 0.01

0.9 ～ 20

0.02 ～ 0.2

0.009 ～ 0.05

0.05 ～ 0.5

0.009 ～ 0.08

0.005 ～ 0.07

0.05 ～ 0.5

0.01 ～ 0.2

0.009 ～ 0.1

～ 5

0.002 ～ 0.01

0.02 ～ 0.2

－

物質名番号 気体排出口 排出水

1

21 ﾉﾙﾏﾙ吉草酸

濃度範囲（ppm）

19 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸
20 ﾉﾙﾏﾙ酪酸

17 ｽﾁﾚﾝ
18 ｷｼﾚﾝ

15 ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ
16 ﾄﾙｴﾝ

13 ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ
14 酢酸ｴﾁﾙ

11 ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
12 ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

工場・事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質について規制基準が定められてい
ます。ｱﾝﾓﾆｱなど22物質が特定悪臭物質として規定されており、大阪府内の規制基準濃度は法
に定める範囲の下限値で設定されています。

特定悪臭物質による規制は、事業場等の「敷地境界線上（1号基準）」、煙突等の「気体排出
口（2号基準）」、「排出水（3号基準）」の3か所における濃度を基準としています。

敷地境界の規制基準

二硫化ﾒﾁﾙ
6 ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ

注） 気体排出口における規制基準は、法施行規則第3条第1項に規定する方法により算出した流量とし、
　　 排出水における規制基準は、法施行規則第4条に規定する方法により算出した濃度とする。

1 ｱﾝﾓﾆｱ
2 ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ
3 硫化水素
4 硫化ﾒﾁﾙ
5

10 ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

7 ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
8 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
9 ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
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■ 作業環境測定

表中の○印は指定作業場を、※印は作業環境評価基準の適用される作業場を示す。

●測定対象物質と管理濃度

2

3

4の2

5

6

7

8

9

9の2

9の3

10

11の2

12

12の2

13の2

中央管理方式の空気調和設備を
設けている建築物の室で、事務
所の用に供されるもの

一定の鉛業務を行う作業場

例）対象施設：特殊溶剤を使用する工場、粉じんを発する作業場、溶接現場、
　　ﾎﾙﾏﾘﾝ・ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞを使用する病院等

作業場の種類
（労働安全衛生法施行令第21条）

関連規則 測定の種類 測定回数 記録の保存

有機則28条

安衛則590,591条

特化則36条

鉛則52条

土石・金属・炭素等の粉じ
んを著しく発散する屋内作
業場

第1種有機溶剤または第2種
有機溶剤を製造し、または
取り扱う業務を行う屋内作
業場
著しい騒音を発する屋内作
業場

暑熱寒冷又は多湿の屋内作
業場

特定化学物質等（第1類物質また
は第２類物質）を製造しまたは
取り扱う屋内作業場など

事務所則7条

空気中の粉じん濃度及
び粉じん中の遊離けい
酸含有率

当該有機溶剤の濃度

等価騒音レベル

気温、湿度及びふく射
熱

第1類物質または第２類
物質の空気中の濃度

空気中の鉛の濃度

一酸化炭素及び二酸化
炭素の含有率、室温及
び外気温、相対湿度

粉じん則26条

安衛則607条

6ヶ月以内に
1回

6ヶ月以内に
1回

6ヶ月以内に
1回

半月以内
に1回

6ヶ月以内
に1回

1年以内に
1回

2ヶ月以内に
1回

3年

3年

3年（特別
管理物質
は30年）

3年

3年

●作業環境測定を行うべき場所と測定の種類（「労働安全衛生法施行令第21条」に基づく）

⑤※

⑥※

7

3年

7年①※

②※

3

4

－

79-06-1特化則第2類 0.1　mg/m3 － 0.1 有

ppm mg/m3 経皮吸収

土石，岩石，鉱物，金
属または炭素の粉じん

1 粉じん則 －

次の式により算定される値
E＝3.0/（1.19Q+1）

E:管理濃度（mg/m3）
Q：当該粉じんの

遊離けい酸含有率（％）

－ －

日本産業衛生学会
　許容濃度(2017）管理濃度CAS　№関係法規物質名

ｴﾁﾚﾝｲﾐﾝ 特化則第2類 151-56-4 0.05　ppm 有

ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ

ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ 特化則第2類 107-13-1 2　ppm 2 4.3 有

ｱﾙｷﾙ水銀化合物（ｱﾙｷﾙ
基がﾒﾁﾙ基またはｴﾁﾙ基
である物に限る）

4 特化則第2類 627-44-1
水銀として

0.01　mg/m3
－ － －

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 特化則第2類 100-41-4 20　ppm 50 217

ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ 特化則第2類 75-21-8 1　ppm －1 1.8

特化則第2類 75-01-4 2　ppm

－

0.5 0.88

Ψ

有－ 0.01

塩素 特化則第2類 7782-50-5 0.5　ppm －0.5※ 1.5※

91-15-6 0.01　mg/m3 － 0.01

塩素化ﾋﾞﾌｴﾆﾙ（別名PCB） 特化則第1類 1336-36-3 0.01　mg/m3

ｵﾙﾄｰﾄﾙｲｼﾞﾝ 特化則第2類

有

ｶﾄﾞﾐｳﾑおよびその化合物 特化則第2類 7440-43-9 ｶﾄﾞﾐｳﾑとして0.05　mg/m3 －－ 0.05

ｵﾙﾄ-ﾌﾀﾛｼﾞﾆﾄﾘﾙ 特化則第2類

0.05

0.5

0.5

0.05

0.01

－

－

－

－

11

五酸化ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ 特化則第2類 1314-62-1 ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑとして0.03　mg/m3 －

ｸﾛﾑ酸およびその塩
金属ｸﾛﾑ
3価ｸﾛﾑ化合物
6価ｸﾛﾑ化合物
ある種の6価ｸﾛﾑ化合物

特化則第2類 7440-47-3 ｸﾛﾑとして0.05　mg/m3

－ －

－

ｺﾊﾞﾙﾄ及びその無機化合物 特化則第2類 7440-48-4 ｺﾊﾞﾙﾄとして0.02　mg/m3 － 0.05 －

－ －

（次ﾍﾟｰｼﾞに続く）

塩化ﾋﾞﾆﾙ

－

－酸化ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 特化則第2類 75-56-9 2　ppm

13 ｺｰﾙﾀｰﾙ 特化則第2類 8007-45-2
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ可溶性成分として

0.2㎎/m3
－

95-53-4 1　ppm 1 4.4 有

有

－ －

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 特化則第2類 67-66-3 3　ppm 3 14.7
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13の2

14

15

16

16の2

16の3

17の2

17の5

18

19

20の2

20の5

21の2

22

23

24

25

26

27

28

28の2

30の2

31

32

33

31の2 ﾘﾌﾗｸﾄﾘｰｾﾗﾐｯｸﾌｧｲﾊﾞｰ 特化則第2類 142844-00-6
5μm以上の繊維として

0.3　本/cm3
－－－

－

－

ﾅﾌﾀﾚﾝ 特化則第2類 91-20-3 10　ppm

ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ 特化則第2類 108-10-1

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 特化則第2類 79-01-6 10　ppm 25

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 特化則第2類 71-43-2

628-96-6 0.05　ppm 0.05

20の4
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
（別名ﾊﾟｰｸﾛﾙｴﾁﾚﾝ）

特化則第2類 127-18-4 25　ppm 検討中

100-42-5 20　ppm 20 85

135

有

有

20の3
1,1,2,2-ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾀﾝ（別
名四塩化ｱｾﾁﾚﾝ）

特化則第2類 79-34-5 1　ppm 1

有

ppm mg/m3 経皮吸収

0.035

特化則第2類 74-83-9 1　ppm 1

有

5※ｼｱﾝ化ﾅﾄﾘｳﾑ 特化則第2類 143-33-9 ｼｱﾝとして3　mg/m3 －

物質名 関係法規 CAS　№ 管理濃度

日本産業衛生学会
　許容濃度(2017）

特化則第2類 57-14-7 0.01　ppm － －

有

－

臭化ﾒﾁﾙ

ﾊﾟﾗ-ﾆﾄﾛｸﾛﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 特化則第2類 100-00-5 0.6　mg/m3

6.9

ｽﾁﾚﾝ 特化則第2類

30
ﾏﾝｶﾞﾝおよびその化合物
（塩基性酸化ﾏﾝｶﾞﾝを除
く）

特化則第2類 7439-96-5 ﾏﾝｶﾞﾝとして0.2　mg/m3 －

29の2 特化則第2類 50-00-0 0.1　ppm
0.2※ 0.24※

有

0.1 0.12
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

－ 0.025

－

有

ﾍﾞﾝｿﾞﾄﾘｸﾛﾘﾄﾞ 特化則第1類

0.14※

29
ﾍﾟﾝﾀｸﾛﾙﾌｪﾉｰﾙ（別名
PCP）およびそのﾅﾄﾘｳﾑ
塩

特化則第2類 87-86-5
ﾍﾟﾝﾀｸﾛﾙﾌｪﾉｰﾙとして

0.5　mg/m3
－ 0.5

ﾆﾄﾛｸﾞﾘｺｰﾙ 特化則第2類

0.52 有

硫化水素 特化則第2類 7783ｰ06-4 l　ppm 5 7 －

硫酸ｼﾞﾒﾁﾙ 0.1

沃化ﾒﾁﾙ 特化則第2類 74-88-4 2　ppm －

特化則第2類 77ｰ78-1 0.1　ppm

有

－

98-07ｰ7 0.05　ppm － － －

有

1　ppm －

有

ｼｱﾝ化ｶﾘｳﾑ 特化則第2類

0.31

ﾆｯｹﾙｶﾙﾎﾞﾆﾙ 特化則第2類 13463-39-3 0.001　ppm 0.001 0.007

－ －

－

有

ｼｱﾝ化水素 特化則第2類 74-90-8 3　ppm 5 5.5

ﾆｯｹﾙ化合物（ﾆｯｹﾙｶﾙﾎﾞﾆ
ﾙを除き，粉状の物に限
る）

21の3 特化則第2類 7440-02-0 ﾆｯｹﾙとして0.1㎎/m
3 －

17 特化則第2類 101-14-4 0.005　mg/m3 － 0.005

3.89

重ｸﾛﾑ酸およびその塩 特化則第2類 13530-68-2 ｸﾛﾑとして0.05　㎎/m
3 － －

弗化水素

－

水銀および
その無機化合物
（硫化水銀を除く）
　水銀蒸気

20 特化則第2類 7439-97-6 水銀として0.025　mg/m
3 － －

－

21 ﾄﾘﾚﾝｼﾞｲｿｼｱﾈｰﾄ 特化則第2類 26471-62-5 0.005　ppm
0.005

0.02※

ﾍﾞﾘﾘｳﾑおよびその化合物 特化則第1類 7440-41-7 ﾍﾞﾘﾘｳﾑとして0.001　mg/m3 － 0.002

24の2

砒素およびその化合物
（ｱﾙｼﾝおよび砒化ｶﾞﾘｳﾑ
を除く）

特化則第2類 7440-38-2 砒素として0.003　mg/m3

－

ﾍﾞｰﾀ-ﾌﾟﾛﾋﾋﾞｵﾗｸﾄﾝ 特化則第2類 57-57-8 0.5　ppm

特化則第2類 7664-39-3 0.5　ppm 3※

－

－

0.2

20　ppm 50 200

0.1 0.64

－

2.5※

－

－

（次ﾍﾟｰｼﾞに続く）

1,1-ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ

－

－

－

－ －

－

三酸化二ｱﾝﾁﾓﾝ 特化則第2類 1309-64-4 ｱﾝﾁﾓﾝとして0.1 mg/m
3

－ － －

－

56-23-5 5　ppm 5 31

－ －

151-50-8 ｼｱﾝとして3　mg/m
3 － 5※

有

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 特化則第2類 123-91-1 10　ppm 1 3.6 有

四塩化炭素 特化則第2類

16の4
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
（別名二塩化ｴﾁﾚﾝ）

特化則第2類 107-06-2 10　ppm 10 40 －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 特化則第2類 78-87-5 1　ppm 1 4.6 －

3,3’-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4'-
ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ

有

17の3
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
（別名二塩化ﾒﾁﾚﾝ）

特化則第2類 75-09-2 50　ppm
50

17の4
ｼﾞﾒﾁﾙ-2,2-ｼﾞｸﾛﾛﾋﾞﾆﾙ
ﾎｽﾌｪｲﾄ(別名DDVP)

特化則第2類 62-73-7 0.1　mg/m3 － － －

有

－

170

100※ 340※
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34

35

36

37

39

44

45

46

47

48

49

51

52

53

55

56

57

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

有

－ －

27

0.31

1200 －

－

43
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ
（別名ﾒﾁﾙｾﾛｿﾙﾌﾞ）

有機則第2種 109-86-4 0.1　ppm

－

0.1

42
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉ-ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾞﾁ
ﾙｴｰﾃﾙ（別名ﾌﾞﾁﾙｾﾛｿﾙ
ﾌﾞ）

有機則第2種 111-76-2 25　ppm

541
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾ
ﾃｰﾄ（別名ｾﾛｿﾙﾌﾞｱｾﾃｰ
ﾄ）

有機則第2種 111-15-9 5　ppm

5

有

18 有40
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ
（別名ｾﾛｿﾙﾌﾞ）

有機則第2種 110-80-5 5　ppm

38 有機則第2種 123-51-3 100　ppm

ｴﾁﾙｴｰﾃﾙ 有機則第2種 60-29-7 400　ppm 400

ｲｿﾍﾟﾝﾁﾙｱﾙｺｰﾙ（別名ｲｿｱ
ﾐﾙｱﾙｺｰﾙ）

100 360 －

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ 有機則第2種 67-63-0 200　ppm 400※ 980※

150 －

470 －

ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙｺｰﾙ 有機則第2種 78-83-1 50　ppm 50

鉛則 7439-92-1 鉛として0.05　mg/m3 － 0.1

ｱｾﾄﾝ 有機則第2種 67-64-1 500　ppm 200

－

－ －33の2 石綿 石綿則 1332-21-4
5μm以上の繊維として

0.15　本/cm3
－

鉛およびその化合物

95-50-1 25　ppm 25 150 －

物質名 関係法規 CAS　№ 管理濃度
日本産業衛生学会
　許容濃度(2012）

ppm mg/m3 経皮吸収

ｷｼﾚﾝ 有機則第2種 1330-20-7 50　ppm 50 217 －

ｵﾙﾄ-ｼﾞｸﾛﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 有機則第2種

－

有ｸﾚｿﾞｰﾙ 有機則第2種 1319-77ｰ3 5　ppm 5 22

－ －

有機則第2種 108-90-7 10　ppm 10 46

－

－

酢酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ 有機則第2種 108-21-4 100　ppm － － －

酢酸ｲｿﾌﾞﾁﾙ

123-86-4 150　ppm 100 475

100※ 532.5※

－

50 266.3

－酢酸ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ 有機則第2種 109-60-4 200　ppm 200 830

－有機則第2種 108-94-1 20　ppm 25

10

100

30

有

300 －2-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ 有機則第2種 78-92-2 100　ppm 100

ｸﾛﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ

有機則第2種 110-19-0 150　ppm

123-92-2

200

ｼｸﾛﾍｷｻﾉｰﾙ 有機則第2種 108-93-0 25　ppm

200 610

ｼｸﾛﾍｷｻﾉﾝ

ﾒﾀﾉｰﾙ 有機則第2種 67-56-1 200　ppm 260

25 102

150※

590 －

N,N-ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ 有機則第2種 68-12-2 10　ppm 有

188 有

有

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾙｴﾀﾝ 有機則第2種 71-55-6 200　ppm

40 140

50※

備考：
・物質名の赤字は、平成26年以降に作業環境評価基準改正により、管理濃度を設定または変更された物質です。
・この表の値は温度25℃、1気圧の空気中における濃度を示す。
・日本産業衛生学会許容濃度について
　ppmの体位表示における気体容積は、25℃、1気圧におけるものとする。
　ppmからmg/m3への換算は、3桁を計算し四捨五入した。
　※：最大許容濃度、常時この濃度以下に保つこと
　ａ：暫定的に2.5ppmとするが、できる限り検出可能限界以下に保つよう努めるべきこと
　Ψ：発がん以外の健康影響を指標として許容濃度が示されている物質

有

ﾒﾁﾙ-ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ 有機則第2種 591-78-6 5　ppm 5 20 有

ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾉﾝ 有機則第2種 1331-22-2 50　ppm 50 230

－

ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾉｰﾙ 有機則第2種 25639-42-3 50　ppm 50 230 －

ﾒﾁﾙｴﾁﾙｹﾄﾝ 有機則第2種 78-93-3 200　ppm 200 590

1-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ 有機則第2種 71-36-3 25　ppm 有

50
酢酸ｲｿﾍﾟﾝﾁﾙ
（別名酢酸ｲｿｱﾐﾙ）

－－－50　ppm有機則第2種

酢酸ｴﾁﾙ 有機則第2種 141-78-6 200　ppm 200 720 －

54
酢酸ﾉﾙﾏﾙ-ﾍﾍﾟﾝﾁﾙ（別名
酢酸ﾉﾙﾏﾙ-ｱﾐﾙ）

50　ppm628-63-7有機則第2種 －

酢酸ﾉﾙﾏﾙ-ﾌﾞﾁﾙ 有機則第2種

酢酸ﾒﾁﾙ 有機則第2種 79-20-9 200　ppm －

－590150150　ppm540-59-0
1,2-ｼﾞｸﾛﾙｴﾁﾚﾝ
（別名二塩化ｱｾﾁﾚﾝ）

ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛﾌﾗﾝ 有機則第2種 109-99-9 50　ppm 200

有機則第1種

10 31

200 1100 －

ﾄﾙｴﾝ 有機則第2種 108-88-3 20　ppm 50

58

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ 有機則第2種 110-54-3 40　ppm 有

二硫化炭素 有機則第1種 75-15-0 1　ppm
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■ 空気環境測定
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■ アスベスト分析

●一般大気中アスベストの測定

建築物等の解体現場の基準値

10本/L

大気汚染防止法
施行規則第16条の2

10本/L

WHO（世界保健機関）の
環境保健ｸﾗｲﾃﾘｱ※

0.15本/㎝3

（＝150本/L）

作業環境管理濃度

管理濃度

※「世界の都市部の一般環境中の石綿濃度は1本～10本／L程度でありこの程度であれば、健康ﾘｽｸは検
出できないほど低い」となっている。正規の管理濃度はなく、目安としての数値。

吸引時間 10L/分で4時間5L/分で2時間1L/分で15分以上

ｱｽﾍﾞｽﾄ（石綿）は、天然の鉱物繊維で、酸、ｱﾙｶﾘ、熱、摩擦に強く、丈夫という優れた性質を持っているので、
工業材料や建築材料などに、広く使用されてきました。
しかし、ｱｽﾍﾞｽﾄの繊維は、細く、軽く、丈夫で、吸い込むと、長い潜伏期間を経た後、石綿肺、肺がん、悪性中
皮腫どを引き起こすことがあります。
ｱｽﾍﾞｽﾄは、蛇紋岩系のｸﾘｿﾀｲﾙ（白石綿）、角閃石系のｱﾓｻｲﾄ（茶石綿）、ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ（青石綿）、ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ（直閃
石綿）、ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ（緑閃石綿）、ﾄﾚﾓﾗｲﾄ（透角閃石綿）の6種類があります。
このうち、日本国内での使用量が最も多かったのはｸﾘｿﾀｲﾙで約9割を占めていると言われています。
しかし、ｸﾘｿﾀｲﾙを主に原料として使用していたｱｽﾍﾞｽﾄ製品製造工場は現在、すべて廃止されています。
今後はｸﾘｿﾀｲﾙ以外のｱｽﾍﾞｽﾄも含め、これらが使用されている建築物等の解体現場などがｱｽﾍﾞｽﾄの主な発生源とな
ることが予想されます。

作業室内 室内環境・排気箇所 敷地境界測定項目
工事をおこなっていない室内等
工事を行う部屋の排気口付近測定箇所 工事を行う室内 敷地内の4方向

ダイアジノン

アセトアルデヒド

フェノブカルブ

7

ppm

クロルピリホス

ホルムアルデヒド

トルエン

キシレン

パラジクロロベンゼン

（0.02ppb）以下

（0.03ppm）以下

（3.8ppb）以下

（0.07ppb）以下
但し、小児の場合は
（0.007ppb）以下

33 μg/m3

（0.05ppm）以下

（1.5ppb）以下

100 μg/m3

0.29 μg/m3

48 μg/m3

フタル酸ジ－２－エチルヘキシル

（0.07ppm）以下

（0.05ppm）以下

（0.04ppm）以下

（0.88ppm）以下エチルベンゼン

スチレン 220 μg/m3

（6.3ppb）以下

17 μg/m3フタル酸ジ－ｎ－ブチル

テトラデカン

●空気環境測定基準（「厚生労働省　建築物における衛生的環境の確保に関する
　法律施行令第２条（建築物環境衛生基準）」に基づく）

項目 基準値

空気環境

瞬間値

10ppm以下

200 μg/m3

240 μg/m3

260 μg/m3

室内濃度指針値

温度

相対湿度

気流

浮遊粉じん

一酸化炭素

17℃以上、28℃以下

40％以上、70％以下

100 μg/m3

0.5m/sec以下

0.15mg/㎥以下

1000ppm以下二酸化炭素

項目

ホルムアルデヒド※

●シックハウス対策：個別の揮発性有機化合物（VOC)の指針値について
　　「厚生労働省　室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法等について

　　（平成14年2月7日付厚生労働省医薬局長通知）１．（１）」に基づく

№

330 μg/m3

※ホルムアルデヒドは新築・増築・大規模修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から
　直近の6月1日から9月30日までの間に１回測定。
　その他の項目については、２ヶ月以内ごとに１回測定を行う。

平均値

（0.04ppm）以下

0.1mg/m3（0.08ppm）以下

μg/m3

（0.08ppm）以下

1 μg/m3

但し、小児の場合は

0.1 μg/m3

3800 μg/m3

-25-



■ 簡易専用水道検査

(1) 受水槽から先の部分が簡易専用水道

(2) 有効容量とは

●水道法に定められた定期的な検査

厚生労働大臣登録検査機関の検査員が次のことがらについて検査します。

施設の外観検査　：　受水槽、高置水槽及びその周辺の状況等を検査します。

書類検査 ：　水槽の清掃の記録等を検査します。

管理の方法

(1) 水槽（受水槽、高置水槽）の清掃

(2) 水質確認

(3) 水槽（受水槽・高置水槽）の点検

(4) 給水停止、利用者への周知

(5) 書類の整理
次のような書類を整備し、保管整理してください。

設備の配置、系統を明らかにした図面
受水槽の周囲の構造物を配置を明らかにした図面
水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
簡易専用水道の検査結果

給水栓（蛇口）における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
異常があった時には、保健所や水質検査機関に依頼して、必要な検査を行ってください。

水槽の点検を行って、有害物質、汚水等によって汚染されるのを防止するための措置を講じ
てください。

給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止しその水を
飲まないよう、利用者に知らせなければなりません。

設置者の方は、１年以内ごとに１回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に
依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。

検査を怠った設置者の方は、保健所または、権限を移譲された市町村の担当部署の指導を受
けるばかりでなく、罰則が適用されることもあります。
また、簡易専用水道検査機関から衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合は、保健所または
権限を移譲された市町村の担当部署に届け出る必要があります。

水質検査 ：　給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び
残留塩素の有無を検査します。

簡易専用水道とは市町村や水道企業団などの水道事業者から受ける水のみを水源としその水を
いったん受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で受水槽の有効容量の合計が１０
立方メートルを超えるもの

受水槽の容量が１０立方メートルを超えても、まったく飲み水として使用しない場合（工業
用水、消防用水などとして利用する）地下水（井戸水）を汲んで受水槽に貯めている場合
は、簡易専用水道ではありません。

※ただし、地下水を汲んで受水槽に貯めて、飲料水として給水しているような施設は、「専
用水道」、「自家用水道」として別の規制を受ける場合があります。

受水槽の有効容量とは、受水槽を有効に使用できる部分の容量をいいます。
高置水槽の容量は有効容量には含めません。

簡易専用水道の設置者の方は、次の事項の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わな
い場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。

１年以内ごとに１回必ず行わなければなりません。（水道法施行規則第55条）
掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。
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